
令和８年３月24日改定 

御殿場市立南中学校 

いじめ防止対策委員会 

学校いじめ防止基本方針（御殿場市立南中学校） 

１ 基本方針の策定にあたって 

 いじめは、どのような理由があろうとも絶対に許されない行為です。しかし、どの生徒にも、ど

こでも起こりうることを踏まえ、全ての生徒に向けた対応が求められます。いじめられた生徒は心

身ともに傷ついています。その大きさや深さは、本人でなければ実感できません。いじめた生徒や

周りの生徒が、そのことに気づいたり、理解しようとしたりすることが大切です。いじめが重篤に

なればなるほど、状況は深刻さを増し、その対応は難しくなります。そのため、いじめを未然に防

止することが最も重要です。 

以上の考えにより、本方針を策定します。 

 

２ いじめの防止等の対策のための組織 

 ＜いじめ防止対策委員会【生徒指導委員会】＞ 

構成員：校長、教頭、教務主任、学年主任、生徒指導主事、養護教諭、担任 等 

 ＜拡大いじめ防止対策委員会＞ 

構成員：いじめ防止対策委員 

    ＋ＰＴＡ会長・副会長、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、  

       学校教育相談員、御殿場警察署員、市教委生徒指導担指導主事、児童相談所員 等 

 

３ いじめ防止等のための対策 

 （１）人権教育の推進 

   ①道徳教育の充実  

 ・自己肯定感を高める授業の構築 

 ・教育活動全体を通した人権尊重の精神や思いやりの、心の通う人間関係の構築 

 ・情報モラルに関する授業の充実 

   ②自尊感情を高める取組 

    ・居場所のある学級経営 

     帰りの会等の日常的な活動内で、自分自身を大切に思うための機会の確保 

 （２）生徒の自主的活動の場の設定 

   ①主体的な生徒会活動の充実 

    ・カラー単位による縦割活動を中心とした関わり合い 

   ②学級活動における各学級の話合い活動を活発化 

    ・各学級の活動内容や課題を自分たちで決定したり、改善したりする機会の確保 

 （３）保護者や地域への啓発 

   ①保護者との情報の共有 

  ・学級・学年・学校だよりの活用 

  ・ＰＴＡ企画・運営委員会、ＰＴＡ総会・学年懇談会での周知、報告 

   ②地域との連携 

    ・学校評価による取組の改善 

    ・登下校状況の情報を収集 

 （４）いじめに関する教職員の研修 

   ①生徒理解研修の実施（年２回） 



   ②ＳＣによる研修会の実施（年１～２回） 

   ③配慮を要する子供への支援 

   ④ＯＪＴ 

   ⑤情報モラル教育の研修 

 （５）いじめの早期発見・早期対応 

   ①いじめアンケートの実施（５年保存） 

    ・年11回実施（内２回は自宅に持ち帰り、封筒に入れて提出） 

    ・実施後集計し、集計結果を基にいじめ防止対策委員会で、対策を検討 

   ②日々の観察  ～生徒がいるところには、教職員がいる～ 

    ・休み時間や昼休み等、生徒とともに過ごす機会を積極的に設ける。 

   ③担任による教育相談の実施 

    ・年２回実施 

   ④心の教室相談員・スクールカウンセラーによる教育相談の実施 

   ⑤地域や外部機関との連携 

    ・日常的に連携して子供を守る体制作り 

   ⑥生活アンケートの実施（長期休業明けに実施） 

 （６）いじめに対する措置（いじめられた生徒・いじめを知らせた生徒を守り通す） 

   ①いじめの情報を受けた場合 

    ・些細な問題でも軽視することなく、すぐに生徒指導主事や管理職に報告する。 

     担当教師、担当学年を中心に情報収集、事実確認を行う。 

   ②いじめの実態によって速やかに委員会を開催し、情報を共有する。 

    ・いじめに関与した生徒、保護者への対応を協議する。 

    ・学級、学年への対応を協議する。 

   ③いじめられた生徒への配慮 

   ＜生徒に対して＞ 

    ・事実確認とともに、今の気持ちを受け入れ、共感する。 

    ・「最後まで守り抜くこと」「秘密を守ること」を伝える。 

    ・生徒の意向を汲みながら、安全で安心して学校生活を送れる場を提供する。 

    ・心のケアや目常生活のサポートを教職員で分担して行う。 

   ＜保護者に対して＞ 

    ・発見したその日のうちに、事実を伝える。 

    ・学校の指導方針を伝え、今後の対応について協議する。 

    ・保護者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止める。 

    ・継続して家庭と連携を図りながら、解決に向けて取り組むことを伝える。 

    ・家庭での生徒の変化に留意してもらい、どのような些細なことでも相談するように伝え

る。 

   ④いじめた生徒への措置 

   ＜生徒に対して＞ 

    ・事実確認を行い、いかなる事情があったとしても、いじめは許されないことを伝える。 

    ・被害者生徒の心の痛みを理解させ、今後の生活の仕方についてしっかり考えさせる指導   

を行う。 

    ・いじめに至った原因を踏まえ、今後の生活を充実させるための支援を行う。 

    

＜保護者に対して＞ 

    ・正確な事実関係を説明し、いじめられた生徒や保護者のつらい気持ちを伝え、より良い 

解決を図ろうとする思いを伝える。 



    ・「いじめは決して許されない行為である」という毅然とした姿勢を示し、事の重大さを

認識させ、家庭に指導を依頼する。 

・生徒の変容を図るために今後の関わり方を一緒に考え、具体的な助言をする。 

・家庭との連携を図り、生徒の様子について情報交換をする。 

⑤解消判断の要件 

    ・いじめが解消しているとは次の要件が最低３か月以上継続していることとする。 

    ・いじめに係る行為が解消していること 

    ・被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

（７）重大事態の定義（対処について） 

   いじめの重大事態とは、 

    ・いじめにより生命、心身及び財産に重大な被害が生じた疑いがある場合。（法第 28条

第1項第1号）「生命・心身・財産重大事態」 

    ・いじめにより相当の期間（30日）学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあ

る場合（同第2号）「不登校重大事態」 

①調 査 

     重大事態が発生した場合には、御殿場市教育委員会に報告し、市教委の指示に従い調査  

を行う。 

調査組織が市教委の場合は全面協力し、学校の場合は市教委指導の下、事態への対処や

同種の事態の防止に向け、客観的な事実関係を明確にするために調査する。 

 調査結果は、市教委が市長へ報告すると共に、市教委または学校が調査結果を基に重大

事態の事実関係などの情報を、いじめを受けた生徒及びその保護者に提供する。 

②各対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ＜いじめ基本方針の見直し＞ 

          本方針は毎年いじめ対策委員会において、見直しを行い、必要な措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a いじめを受けた生徒・保護者対応 

・事実関係、その他必要な情報提供 

b  生徒対応（担当：生徒指導主事・学年主任） 

・臨時全校集会等の開催 

c 保護者対応（担当：教頭） 

・臨時保護者会の開催 

d 市教育委員会との連携（担当：教頭） 

e 報道機関対応（担当：教頭） 

f 警察対応（担当：生徒指導主事） 

 



 

 

 

 

 

１．問題行動の対応について 

※問題行動が発生した場合には、連絡、報告が大原則です。 

 

       →     →   →                     → 

 

 

 

 

※緊急を要する場合には、至急、教頭、校長に連絡して指示を仰ぐ。 

 ・人命に関わること。また、加害、被害がある場合。 

 ・他校生や、外部の者との関係が認められる場合。 

 ・警察が関連するような問題が生じた場合。 

 ・マスコミ等で取り上げられそうな問題が生じた場合 等。 

※問題に関する事実と、対応について明確に記録しておく。 

（発生日時、関係した生徒、問題の内容、生徒の行動や発した言葉、職員の対応と指導の経過等） 

※次にあげるような問題行動が発生した場合には、以下のような報告書を作成することがある。 

 

万引・自転車盗・バイク盗・自動車盗・車上ねらい・その他窃盗・対教師暴力・生徒間暴力・器物破損・

恐喝・その他（授業妨害・反抗的態度・教師への暴言等）無免許運転・家出・無断外泊・深夜徘徊・シンナ

一乱用・喫煙・飲酒・不健全性行為・わいせつ行為・不健全娯楽遊び・金銭乱費（金銭持ち出し）・その他 

 

 

                  御南中  第   号 

令和８年  月  日 

御殿場市教育委員会教育長 様 

                         学校名  御殿場市立南中学校 

 校長氏名           印 

 

生徒指導に関する問題行動詳細報告書 

 

 

１ 問題の名称 

２ 問題行動に関する生徒氏名  

３ 保護者氏名  

４ 問題行動発生日時、場所  

５ 問題行動の内容  

校長 
連絡を受けた

職員 
教頭 

学年主任 

生徒指導主事 
学級担任 

状況に応じて、対応できるものは該当職員や学年団で対応し、生徒指導主事、学年主任、教頭、校長に報告する。 

 

※土日や夜間の問題行動については、生徒指導（第一）教頭（第二）校長（第三）の順に連絡が入ります。状況により、

該当する先生方のお宅や携帯に連絡させていただくことがあります。 

※土日や夜間に直接担任へ連絡があった場合は、状況により学年主任、生徒指導、教頭、校長に連絡をしてください。

（急を要する場合でない限り、次の勤務日で結構です。） 



６ 生徒の状況 

（１）性格 

（２）日常の行動 

（３）兄弟姉妹関係等の影響 

※ 以下省略・・・               ※ 書式はサーバーにあります。 

 

２. いじめの対応について（市教委指示事項） 

  いじめとは・・いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児

童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為

（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童

生徒が心身の苦痛を感じているもの」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わな

い。  

（注１）「いじめられた児童生徒の立場に立って」とは、いじめられたとする児童生徒の気持ちを重視すること

である。 

（注２）「一定の人間関係のある者」とは、学校の内外を問わず、例えば、同じ学校・学級や部活動の者、当該

児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）など、当該児童生徒と何らかの人間関係のある者を

指す。 

（注３）「攻撃」とは、「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的に関わるものではないが心理的な圧迫

などで相手に苦痛を与えるものも含む。 

（注４）「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠されたりすることなどを意味す

る。 

（注５） けんか等を除く。 

※毎月1回、月の中旬以降に「いじめに関するアンケート」を実施し、実態把握に努める。 

 アンケートの流れ（アンケート実施から２週間） 

 アンケート実施→担任集計→該生徒への聞き取り・対応・データ記入→各学年主任への  

 集計・報告→生徒指導主事への集計・報告→校長への報告 

※いじめが発見されたときには、決して隠さずに学年主任に報告する。いじめの状況や背景をきちんと分析し

て、被害者、加害者に対する指導を行うと同時に記録をとる。 

※学年団を中心にして日常的に「いじめは決して許さない」という強い意志を示し、未然防止に努める。同時

に、スタディープランや教育相談を通して生徒理解に努める。 

※令和８年度のいじめアンケートの実施予定（案） 10月、2月持ち帰り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月のいじめに関するアンケート（本人用）。 

 

４月20日（月）、５月18日（月）、６月22日（月）、７月21日（火）、９月16日（水）、10月19日（月）、

11月16日（月）、12月17日（木）、１月19日（火）、２月15日（月）、３月10日（水） 

アンケート担任集計用 

「いじめ・問題行動実態調査票」 



 

 

 

 

 

 

３．月例報告について  

学級担任が提出するもの。 

ア  不登校児童生徒調査票（様式７）・・・紙媒体で提出し、データはサーバーに保存する。 

    

    学年主任が確認するもの。 

    ア  不登校児童生徒調査票（様式７）・・・学級担任が記入済みのものを確認する。 

   

      その他該当教師が提出するもの。 

    イ 生徒指導報告書 

 

４．不登校の対応について 

次に該当する生徒に対しては、不登校等長期欠席児童・生徒指導票を作成し、指導内容や経過を記録する。 

   ・年間30日を超える欠席日数を超える生徒。 

   ・週３以上の別室登校（保健室や心の教室）が２週間続いた生徒等 

    

   ※書式データは４に市教委から送られ次第、生徒指導部のフォルダに入れておきます。 

   ※不登校等を未然に防ぐためにも、連続２日の欠席で電話連絡、連続３日の欠席で家庭訪問を行い、生徒

の様子を確認する。万が一不登校となってしまったら、学年主任を中心に、不登校担当、養護教諭、心

の教室相談員、スクールカウンセラー、医師等と連携する。 

 

生徒記入用（年間１１回） 

「いじめに関するアンケート」 


